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◦代表挨拶
◦各部からのご挨拶
◦社会保険労務士法人グレイスからのご挨拶
◦行政書士法人グレイスからのご挨拶
◦グレイス・ニュース

2024.12 vol.132

役員の任期満了
お知らせサービス

※1 登記手続は含まれません。ただし有償でお引き受けすることはできます。
※2 当サービスをご利用いただく場合は、貴社の定款をご提供していただきます。

当事務所が貴社の役員の方々の任期を管理し、
任期満了前に事前にお知らせするサービスです。

年末年始の営業に関するご案内

代表弁護士　古手川 隆訓

部長弁護士　播摩 洋平/永渕 友也/茂木 佑介

社会保険労務士　吉留あい

行政書士　柴 陽子

年末年始の営業に関するご案内

無償

顧問先の皆様に新たな顧問サービスをご提供します

役員の任期満了時期が把握できていない

役員の再任登記を怠ったことがある
（注：100万円以下の罰金になることがあります）

年末は12月27日（金）まで営業いたします。12月28日から1月5日までは休業とさ

せていただきますので、予めご了承くださいますようお願いいたします。

年始は1月6日（月）より営業いたします。

12/27（金） 12/28（土） 1/5（日） 1/6（月）

年内最終営業日

9:00～18:00
通常営業

9:00～18:00休業

TOP I C S 代表挨拶

本年も格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

今年は、顧問先様の数が７００社を超えました。開業から１５年が経ち、一般的な法律顧問
ではなく、経営者の方に寄り添うとともに、顧問先様のビジネスの成長を加速させるお手伝
いをすることを心掛け、実践し続けて参りました。結果的に７００社を超える企業様とお付
き合いが出来ていることを大変光栄に思っています。

私たちは、チャットワークを活用して社外にいる法務部的な存在として法務サービスを提供
するのみならず、グレイスグループとして法務サービス以外のサービスを拡充することに常に
努めています。例として、今年はWebデザイナーが３名体制となり、Web制作、動画制作、
Webマーケティングサービスをご提供できる体制も整いました。

来年からはグレイスグループとして、企業様の集客の向上、人材採用に直接お役に立てるサ
ービスをご提供できるように取り組んで参ります。

また、人材の定着についても、企業様が単独では取り組みにくいような福利厚生のメニュー
を充実させて、企業様の人材の定着をサポートすることに取り組んで参ります。グレイスグル
ープの軸となる顧問サービスについても、さらに発展させて参ります。

本年も大変お世話になりました。

来年もどうぞ宜しくお願いいたします。

よいお年をお迎えください。

弁護士法人グレイス
代表弁護士 古手川 隆訓



社会保険労務士法人グレイス・行政書士法人グレイスからのご挨拶
部長　弁護士　播摩 洋平

各部からのご挨拶

早いもので、このご挨拶を作成している時点で本年も残り１か月となりました。年を経るた
びに、時間の有限さを改めて感じております。
本年も１年間、諸事にわたりお世話になりました。平素より、弊所と顧問契約を締結いただ
いている皆様には厚く御礼を申し上げます。
今に始まったことではないのですが、日本国内・国外を問わず、想定外の事象というもの
が必ず発生いたします。今年は、数年前のコロナショックのようなレベルのものはありませ
んでしたが、日本・アメリカともに国の代表が当初の想定とは違う方になった年でもありま
した。また、それにより、経済の方針が大きく影響され、私共もその影響を受けざるを得な
い立場にあることを改めて感じました。
他方で、私共としましては、そのような事象があることを認識しつつも、平素の業務としては
地に足が付いた顧問先様へのサービスを引き続き継続し、磨いてまいりたいと思います。
そのような中において、顧問先様からの感謝のお声はとても励みになりますし、顧問サー
ビスの充実を目指す中でご意見もいただけますと幸いにございます。
末筆になりましたが、来年も何卒宜しくお願いいたします。

企業法務部

企業法務部 部長　弁護士　永渕 友也

部長　弁護士 茂木 佑介

社会保険労務士法人グレイスが設立され、
丸３年になります。ゼロからスタートし、3年
で６０社の企業様をサポートさせていただく
こととなりました。ご縁を結んでいただき、厚
く御礼申し上げます。
グレイスの強みは、「弁護士・社労士の連携
によるワンストップサービス」です。専門分野
を活かしながら、連携して業務にあたってい
ます。「どこに相談したらいいか分からない」
際に、まずはグレイスにご相談下さい。弁護
士、社労士、行政書士、それぞれの専門家が
対応させていただきます。
来年もグレイスのお客様のお役に立てるよ
う、より一層精進して参ります。来年度も引き
続きよろしくお願いいたします。

本年も格別のお引き立てを賜り、心より御礼
申し上げます。
２０２４年は外国人の在留資格について様々
な変化があった年でした。技能実習及び特
定技能の新職種追加、技能実習制度が育成
就労制度へ移行する法改正、特定技能２号
の外国人も増え、今後ますます外国人材の雇
用が進むことが見込まれます。
行政書士法人グレイスでは、在留資格取得を
はじめ官公署へ提出する許認可等の申請書
類作成並びに提出手続代理をご提供させて
いただいております。ご相談やご質問などが
ございましたら、お気軽に弊所又は弁護士法
人グレイスの貴社担当者にお問合せ下さい。
来年も何卒よろしくお願いいたします。

社会保険労務士法人グレイス
吉留 あい

行政書士法人グレイス
柴 陽子

東京の企業法務部は、主に関東地方の企業様のご依頼に対応しております。２０２４年１
２月現在、約１８０社の企業様から顧問契約を頂いております。
東京の企業法務部には６名の弁護士が所属していますが、それぞれの専門的な知見、経
験を活かしながら、企業様・事業主様の様々なお悩みを解決できるよう、全力で業務に取
り組んで参りました。我々のサービスが少しでも顧問先様の業務に貢献できていれば幸
いに思います。
また、東京の企業法務部では、事故・傷害事案にも対応し、今年も多くのご相談をお受け
しております。この分野についても東京の企業法務部は深い知見を有しておりますので、来
年も多くの交通事故被害者の方をサポートしていく所存です。
最後になりましたが、顧問先様には本年も格別のご厚情を賜り、心より感謝申し上げま
す。
来年も、顧問先様のお役に立てるよう、弁護士・スタッフ一丸となって尽力いたしますの
で、何卒よろしくお願い申し上げます。

家事部部長弁護士の茂木佑介です。令和５年１２月２０日に「夫がこわい」を卒業したいあ
なたのモラハラ離婚のトリセツという書籍を出版させていただきました。家事部としてはも
ちろん、弁護士法人グレイスとしても初めての試みでした。有難いことに、本書への反響は
とても大きく、各種メディアで取り上げていただくとともに、Amazonの分野別ランキング
で１位を獲得させていただくことができました。その甲斐もあり、令和６年１０月２０日付で
第２刷が発行となっております。本書籍内でも取り上げさせていただいておりますが、「モ
ラハラ」は非常に抽象的ではありなが、当事者にとっては単なる暴力よりも長期的に苦しい
ものとなりかねません。
今後も、弁護士法人グレイス家事部は、他の事務所よりもより専門的で質のよいサービス
をご提供できるよう取り組んでいくとともに、何よりお客様それぞれのお気持ちに沿った対
応を意識していきたいと思います。

家事部
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